
一頁

○
総
理
府
令
第
百
三
十
五
号

　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
百
三
十
条
第
二
項
、
第
百
五
十
六
条

第
二
項
及
び
第
百
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
投
資
法
人
の
監
査
報
告
書
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
十
二
年
十
一
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
　
　
　
　

国
務
大
臣
　
福
田
　
康
夫
　
　

　
　
　
投
資
法
人
の
監
査
報
告
書
に
関
す
る
規
則

　
（
趣
旨
）

第
一
条
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
第
一
項
の
監
査
報
告
書
及
び
法

第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
監
査
報
告
書
の
記
載
方
法
は

、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
「
投
資
法
人
」
と
は
、
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
を
い
う
。



二頁

　
（
原
則
）

第
三
条
　
監
査
報
告
書
は
、
そ
の
記
載
す
べ
き
事
項
ご
と
に
監
査
の
方
法
及
び
結
果
を
正
確
に
示
す
よ
う
明

り
ょ
う

瞭

に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
監
査
の
方
法
の
概
要
は
、
監
査
の
信
頼
性
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
後
発
事
象
）

第
四
条
　
監
査
報
告
書
に
は
、
決
算
期
（
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
書
類
に
係
る
監
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
類
の
作
成
時

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
生
じ
た
事
実
で
投
資
法
人
の
財
産
又
は
損
益
の
状
態
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
も

の
に
つ
き
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
産
運
用
報
告
書
又
は
附
属
明
細
書
に
記
載
が
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
執
行
役

員
（
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
書
類
に
係
る
監
査
に
あ
っ
て
は
、
清
算
執
行
人
を
い
う
。
）
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は

そ
の
事
実
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
決
算
期
後
に
生
じ
た
事
実
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
監
査
の
た
め
に
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
項
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
資
産
運
用
報
告
書
の
監
査
に
関
す
る
記
載
等
）



三頁

第
五
条
　
資
産
運
用
報
告
書
の
監
査
の
方
法
の
概
要
及
び
結
果
は
、
会
計
に
関
す
る
部
分
と
し
て
監
査
の
対
象
に
し
た
事
項
を

示
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
附
属
明
細
書
の
監
査
に
関
す
る
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
署
名
等
）

第
六
条
　
監
査
報
告
書
に
は
、
こ
れ
を
作
成
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
代
表
者
が
そ
の
資
格
を
記
載
し
て
署
名
押
印

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
計
監
査
人
が
監
査
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
っ
た
当
該
監

査
法
人
の
社
員
も
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い

て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
営
業
期
間
が
開
始
し
た
証
券
投
資
法
人
（
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
資
法
人
と



四頁

み
な
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
法
人
で
あ
っ
て
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
監
査
報
告
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
の
施

行
後
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
し
て
作
成
す
べ
き
監
査
報
告
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
営
業
期
間
が
開
始
し
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
し
て
作
成
す

べ
き
証
券
投
資
法
人
の
監
査
報
告
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


